
鹿屋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱の一部

を改正する要綱 

鹿屋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱（令和３年

鹿屋市告示第398号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「令和３年度分」の次に「又は令和４年度分」を加え、同

項第２号中「令和３年１月」を「令和４年１月」に、「令和３年度分」を「令和４

年度分」に改め、同号ア中「給付」を「支給」に、「属する」を「属していた」に

改め、「含む世帯」の次に「（当該者が前号に該当しない世帯に編入された場合の

当該世帯を除く。）」を加え、同号イ中「基準日に」を「基準日（令和４年度分の

市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付については、令和４年６月１日。

以下同じ。）に」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 第１項第１号の規定にかかわらず、令和４年度分の市町村民税均等割が非課税

である世帯に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯（令和３年

度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請

又は受給を辞退した世帯を含む。）と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった

者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。 

第６条第１項中「別記第１号様式」を「別記第１号様式（その１）又は別記第１

号様式（その２）」に、「別記第２号様式」を「別記第２号様式（その１）又は別

記第２号様式（その２）」に改める。 

別記第１号様式中「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金「支給要件確認 

         「 

書」（要申請）」を 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金「支給要件確認 

 

 

書」（要申請）      に、「0994-45-4726」を「0994-31-1113」に改め、同 

            」 

様式を別記第１号様式（その１）とし、同様式の次に次の１様式を加える。 

令和 

３ 
年度 



第１号様式（その２）（第６条関係） 

 



 



「 

                                     」 

 「 

を 

                         」 

に、「基準日」を「令和３年12月10日」に、「0994-45-4726」を「0994-31-1113」

に改め、同様式を別記第２号様式（その１）とし、同様式の次に次の１様式を加え

る。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書（請求書） 
(申請を必要とする世帯の場合) 

別記第２号様式中 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書（請求書） 
(申請を必要とする世帯の場合) 

令和 

３ 
年度 



第２号様式（その２）（第６条関係） 



 



        「 

 

 「 

 を 

」 

に、「令和３年１月１日」を「令和４年１月１日」に、「R3.1」を「R4.1」に、

「0994-45-4726」を「0994-31-1113」に、「を受給した世帯に属していた者はいま

せん」を「の支給を受けた世帯又は支給を受けた世帯の世帯主若しくは世帯員であ

った者のみで構成される世帯ではありません」に改め、「『令和３年中の収入の見

込額』又は」及び「※「令和３年中の収入の見込額」…源泉徴収票、確定申告書等」

を削り、同様式別紙中「令和３年１月」を「令和４年１月」に、「令和＿年」を

「令和４年」に改める。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の鹿屋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支

給事業実施要綱第３条及び第６条の規定は、この要綱の施行の日以後の非課税世

帯等給付金の申請について適用し、同日前の非課税世帯等給付金の申請について

は、なお従前の例による。 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家計急変世帯 

申請書（請求書） 
別記第３号様式中 

分） 
」 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家計急変世帯分） 

申請書（請求書） 

令和 

４ 
年度 


